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創立 10周年記念講演会 挨拶

1慶應法学第 32号（2015：7）

慶應義塾大学大学院法務研究科
創立10周年記念講演会

　新たな法曹養成のために、2004年 4月に開校した慶應義塾大学大学

院法務研究科（法科大学院）も、2014年 4月に晴れて 10年が経過した。
その間、法科大学院は着実に新たな法曹養成に応えるべき教育成果をも
たらしてはきたが、反面で、法科大学院をめぐる状況は、ますます厳し
さを増してきた。その中、2014年 7月 5日に、慶應義塾大学大学院法務
研究科（法科大学院）は、創設以来 10年の過去を振り返り、新たな今
後 10年 を見据える趣旨で、開設 10年を祝賀する記念講演会を開催した。 
当日の司会は、澤田和也慶應義塾大学大学院法務研究科教授・弁護士が
終始担当した。以下は、その講演会での講演およびシンポジウムの記録
である。そのため、以下で使われる「本年」は「2014年」を意味して
いることを注記する。


